




























重要   ＳＡＡ浜松会員各位                  2024 年 12 月吉日 

スズキオートオークション浜松 

静岡県浜松市中央区堤町 943-1 

TEL 053-445-1001 

FAX 053-445-1005 

オークション規約一部変更のお知らせ 

 平素より格別のご配慮を賜り厚くお礼を申し上げます。 

さて、SAA 浜松では 2025 年 1月 1 日より、会員規約の一部を下記の通り改定させていただ

きますのでご案内申し上げます。 

つきましては下記の改定内容をご確認いただき、ご参加賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

変更前 

第6章 クレーム 

第 42 条（車両クレーム受付期間） 

1. 当該車両の欠陥又は違法部分等を落札以前に知り、これを承知にて落札されたものは、

クレーム対象外とします。 

2. その他の事項のクレーム受付はオークション開催日を含めて原則として翌週月曜日（4

日）の 17 時までとします。但し事務局が認めた特殊事情がある場合はこの限りではあ

りません。 

3. 落札店が遠方の会員（SAA が定める地域）については、クレーム期間内に SAA 浜松に

対しその旨、事前申告を要する。 

変更後 

第6章 クレーム 

第 42 条（車両クレーム受付期間） 

1. 当該車両の欠陥又は違法部分等を落札以前に知り、これを承知にて落札されたものは、

クレーム対象外とします。 

2. その他の事項のクレーム受付はオークション開催日を含めて原則として翌週月曜日（4

営業日）の 17 時までとします。但し事務局が認めた特殊事情がある場合はこの限りで

はありません。 

3. 落札店が遠方の会員（静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、山梨県、神奈川県を除く地域）

については、クレーム期間内に SAA 浜松に対しその旨、事前申告することでクレーム

受付期間の延長を申立てることができます。その場合のクレーム受付期間は車両到着

日の当日 17 時までとします。ただし、オークション開催日を含む最長 9 営業日以内の

17 時までとします。 

搬出期限を超えて搬出された車両はクレーム延長の申請はおこなえません。  

以上 








